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次期大和市総合計画 
 

基本計画検討資料 
 
 

（案） 

資料 ２ 
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基本目標 １ いつまでも元気でいられるまち 

個別目標 １－１ 健康寿命を延伸する 
 
現状と課題 
● 社会の高齢化が進む中で、心身の健康を保つことは、充実した人生を過ごすため、ますます重要に

なっています。今後も、市民一人ひとりがいつまでも健康でいられるよう、取り組みを促進してい

く必要があります。 
 

● 元気でアクティブな高齢の方が増えており、生きがいづくりや自己実現などへのニーズも多様化

しています。 
 

● 健康診査の受診は、自らの健康状態の把握、病気の予防、早期発見、早期治療等に有効です。子育

て中・働き盛りの世代から、高齢の世代まで、健康づくりの第一歩として受診を促すことが求めら

れます。 
 

● がん検診については、近年、受診率や検査精度の向上により、早期治療につながる例が増えていま

す。検診の効果をさらに向上させていくためには、より有効な実施体制の検討や、市民への普及啓

発を継続的に行うことが必要です。 
 

● 糖尿病予防などに重点をおいた、訪問による保健指導については、健康リスクを抱える市民の生活

習慣の改善等に効果をあげています。今後は、対応する疾病の対象を広げていくことが望まれま

す。 
 

● インフルエンザや感染性胃腸炎など、普段の暮らしの中でも流行しやすい感染症から身を守るに

は、日頃の注意と予防が肝心です。 
 

● 近年、全国的に減少傾向にはありますが、依然として毎年多くの人が自殺で亡くなっており、かけ

がえのない命を守るため、引き続き対策が必要です。 

 

 

取組方針 
● 市民一人ひとりが健康に関する意識を高め、自ら積極的に健康づくりを推進できるよう、地域の関

係団体などとも連携しながら取り組みを進めていきます。 
 

● 市民が日常生活の中で手軽に行うことが可能で、健康増進、医療介護予防などの効果が期待できる

「歩くこと」を活用した健康増進の取組を充実させていきます。 
 

● 高齢の方が楽しみや張り合いなどに満ちた毎日を住み慣れた地域で過ごせるよう、介護予防や生

きがいの創出に向けた取組を推進します。 
 

● 各種健康診査やがん検診については、より多くの人が受診できるよう、機会の拡大や、わかりやす

い情報の発信、意識啓発等に努めていきます。 
 

● 訪問による保健指導については、糖尿病に重点を置きつつ、より多くの疾病の予防、重症化防止を

図るとともに、医療機関との連携等を強化しながら、効率的かつ効果的な実施に努めます。 
 

● 感染症対策として、正しい知識や予防策の普及、啓発に取り組むほか、効果が期待できる予防接種

の適切な実施等に努めます。なお、新型の感染症などが発見された場合には、関係機関と連携し早

急な対応をとります。 
 

● 自殺対策については、県などの関係機関等と連携しつつ、市民や地域とも力を合わせながら、本市

の状況を的確に踏まえた施策を展開します。 
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▼めざす成果 １－１－１ 一人ひとりが健康づくりに取り組み元気で暮らしている 
年齢や性別を問わず市民一人ひとりが自らの健康状態を把握し、健康づくりに取り組むことで、健康 

で充実した日々を送っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

自ら健康づくりに取り組んでいる市民の割合 62.9% 69.0% 75.0%     

高齢者が地域で生き生きと活動していると思

う市民の割合 
57.1% 56.0% 57.0%     

介護予防セミナー受講者数 447人 457人 536人  469 人  474人 

シルバー人材センターの会員数 978人 1,020 人 1,090 人 1,046 人  1,063 人  

肺がん検診受診率 20.4% 21.5% 27.5%     

      

      

 

主な取組 

・健康の維持増進に向けて、気軽にできる体操教室や食生

活を考える講座などを実施します。 

・地域での行事や会合などに際し、生活習慣病などの予防

に関する啓発活動を行います。 

・生活習慣病、フレイル（低栄養等）の予防に向け、保健師・

管理栄養士による個別訪問を実施します。 

・健康ポイントを活用し、市民の健康づくりのきっかけや習慣

化支援となる取組を促進します。 

・講演会やイベントを実施して歩く健康づくりの普及啓発を行

います。 

・高齢の方をはじめ、地域の方々が気軽に立ち寄って、交流

も深まる地域の拠り処として、「ぷらっと」など居場所の運営

を行います。 

・地域において健康普及活動を行うボランティアなどの人材

を育成するとともに、健康づくりや食育に取り組むことを支

援します。 

・インターネットによる情報サービスの開始など、がんやがん

検診の正しい知識について、より一層の普及啓発を実施し

ます。 

・保育つきの集団がん検診を実施し、子育て世代の受診を

促進します。 

 

 
 

▼めざす成果 １－１－２ 心身の健康を維持・増進するための体制が整っている 
感染症などの予防に取り組むとともに、効果的な自殺対策が進み、心身の健康が維持されています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

６５歳以上のインフルエンザ予防接種受診率 34.8% 50.0% 50.0%     

自殺死亡率(人口 10万人あたりの自殺死亡者

数) 
 15.5人 15.5人     

肺炎による死亡率（人口 10万人あたりの死亡

者数） 
71.6人       

        

        

 

主な取組 

・感染症に関する正しい情報について、広く周知に努めま

す。 

・６５歳以上のインフルエンザ予防接種、成人肺炎球菌予防

接種の費用を助成します。 

・自殺の兆候を早期に捉えられるよう、こころさポーターの育

成や、きめ細かく相談に応じる体制の整備、関係機関との

連携強化を進めます。 

・ 

・ 
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基本目標 １ いつまでも元気でいられるまち 

個別目標 １－２ いつでも必要な医療が受けられる 

 

現状と課題 
● 高齢化の進展に伴い、医療需要の増加が加速しています。団塊の世代が後期高齢者となる２０２５

年を視野に入れながら、誰もが最期まで住み慣れた地域で暮らしていけるよう、医療・介護連携を

促進するとともに、在宅医療の推進、適切かつ効率的な医療提供体制の構築に取り組む必要があり

ます。 
 

● 休日夜間急患診療所の充実や市内各病院の輪番制などにより、本市では安定して救急医療を提供

する体制が整っています。特に、小児科の二次救急については、体制の充実により市立病院が２４

時間３６５日の受け入れを可能としました。 
 

● 二次救急においては、近年、改善の傾向が見られますが、依然として軽症患者の受診率が高い状況

にあります。中度、重度の患者へ適切な診療を行える体制を確保するためにも、疾病の程度に応じ

た医療機関の受診について、周知を図っていく必要があります。 
 

● 多くの患者が訪れている市立病院は、地域の基幹病院としての信頼に応えるべく、適切で良質な医

療を提供することが期待されています。また、高齢化の進展に伴い、がん患者の増加が見込まれる

ことから、地域がん診療連携拠点病院としての役割を十分に果たしていくことが求められます。 

 

 

取組方針 
● 高齢化に伴う医療ニーズの変化へ対応するため、各医療機関のそれぞれの役割を明確化して市民

や関係機関と認識の共有化を図るとともに、在宅医療に係る環境の充実などに努めていきます。 
 

● 二次救急の適正受診に向けて、一次救急と二次救急の違いに関する周知などを図るとともに、各医

療機関への支援等により救急医療体制の継続的な安定化に努めます。 
 

● 市立病院が、二次医療機関として地域で中心的役割を果たしていくため、地域における医療ニーズ

を的確に把握していくことに加え、高齢者の増加に伴う疾病構造等の変化にも即応できるよう、医

療体制の拡充等を検討していきます。 
 

● 市立病院と、地域内の病院や診療所等との連携をさらに強化することで、効果的かつ効率的な地域

医療の提供に寄与していきます。 

 

 

▼めざす成果 １－２－１ いざというときに診療を受けられる 

夜間や休日でも医療を受けられる体制が整い、急な病気やけがの際に診療を受けることができます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

休日夜間急患診療所（一次救急）の年間患者

取扱件数 
12,431件 14,000件 14,000件     

二次救急での中度・重度患者の割合 13.4% 15.3% 17.2%     

        

        

        

 

主な取組 

・市民の医療ニーズの変化に対応していけるよう、医師会、

歯科医師会、薬剤師会等との調整を進めます。 

・二次救急の適正受診について、広報やホームページなど

により啓発を図ります。また、心や身体の健康について電

話で気軽に相談できるやまと２４時間健康相談を実施しま

す。 

・医師会や歯科医師会などと連携しながら、休日夜間急患

診療所及び休日歯科診療所での診療を継続します。 

・市内の病院群輪番制による二次救急の安定的な運営に努

めます。また、小児科については、市立病院が２４時間３６

５日の受入れを行います。 

・救急医療活動に必要な情報をあらかじめ記載し、保管する

救急医療情報キットの配布を進めます。 
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▼めざす成果 １－２－２ 市立病院が地域の基幹病院としての役割を果たしている 
高度で専門的な医療の提供や他の医療機関との連携、災害への備えなどが十分に図られており、地域医

療の中心的な役割を果たしています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

地域の診療所等から市立病院に紹介された患

者の割合 
57.0% 60.0% 65.0% 63.0％ 65.0％ 

患者満足度調査における満足度の割合 87.9% 93.0% 94.0% 91.0％ 93.0％ 

市立病院から地域の診療所等に紹介した患者

の割合 
30.1％ - - 38.0％ 40.0％ 

延がん患者数 50,946人 - - 57,000人 60,000人 

        

 

主な取組 

・医師等人材確保に努め、チーム医療を推進するとと
もに、最新の治療機器等の導入を図り、診療機能を
強化します。 
・地域がん診療拠点病院として、県央二次保健医療圏
で十分とは言えない放射線治療の拡充を図ります。 
・地域の基幹病院として、地域医療を支えるため、他
の医療機関との連携を促進します。 
・災害医療拠点病院としての機能の維持向上を図るた
め、県とも協調し、実地訓練の実施や、各種訓練に
参加します。 

・大規模災害時等、求めに応じ、応急救護活動のた
め、災害派遣医療チーム（DMAT）を派遣します。 
・市の支援のもと、公立病院として、採算性のみに囚
われることく医療サービス提供に努めるとともに、収
入確保や支出削減にも努め、安定した病院経営を 
行っていきます。 
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基本目標 ２ 一人ひとりがささえの手を実感できるまち 

個別目標 ２－１ 高齢の方や障がいのある方への支援を充実する 

 

現状と課題 
● 独り暮らしを含め、高齢の方のみで構成する世帯が増加するなかで、安全・安心な生活を送るため

の取り組みが求められます。 
 

● いつまでも自分らしい毎日を過ごせるよう介護予防に力を入れて取り組むことが必要です。 
 

● 介護を必要とする方に適切なサービスを提供するため、介護保険事業の安定的な運営が必要です。 
 

● 障がいのある方が、自らの望む地域で生活を営むことができるよう、一人ひとりの特性に応じた支

援の充実や環境整備などが求められます。 

 

 

取組方針 
● 高齢の方や認知症の方が、可能な限り住み慣れた地域で、また、人とのつながりの中で、自分らし

く安心して暮らし続けることができるよう、地域における支援体制の整備を図っていきます。 
 

● 医療や介護が必要な在宅高齢者の生活を支えるため、在宅医療・介護連携の推進に努めます。 
 

● 介護を必要とする方がその有する能力に応じ、自分らしい日常生活を営むことができるよう、介護

保険サービスの充実を図っていきます。 
 

● 障がいのある方が身近な地域で安心して暮らせるよう、相談体制や在宅サービスの一層の強化を

図ります。 

 

 

▼めざす成果 ２－１－１ 必要な介護サービスの支援が受けられる 

加齢などにより身体機能の変化や低下が生じた場合でも、地域の中で安心した生活を送るための必要な

支援を利用できています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

介護を必要とする人が安心して暮らしている

と思う市民の割合 
49.4% 55.0% 65.0% 52.0% 55.0% 

介護サービス利用者の満足度の割合 68.1% 93.0% 94.0% 70.0% 72.0% 

認知症サポーターの人数（全人口との比較） 4.1% - -  8.2%  9.8% 

        

 

主な取組 

・要介護認定審査を適正、迅速に実施します。 

・保険給付に関する適正化の取り組みを強化し、制度の公

平性、持続性を確保します。 

・事業者に対する支援、指導等を行い介護保険サービスの

質の向上を図るとともに、介護人材の確保に取り組みま

す。 

・ニーズに対応した介護保険施設等の整備を進めます。 

・適切な介護保険料を設定、徴収し、必要な財源確保に取り

組みます。 

 

・認知症サポーターを増やしていくため、養成講座を開催す

るとともに、認知症サポーター育成ステップアップ講座を開

催し、きめ細かく寄り添う人材を育成していきます。 

・市内各地区において、地域における困りごとなどの解決に

あたる協議体を設置していきます。 

・ 
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▼めざす成果 ２－１－２ 障がい者が地域の中で自立した生活を送っている 
障がいのある人の活動の場や社会参加の機会が地域にあり、自分らしく生き生きとした生活を送ってい

ます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

障がい者の地域移行率 46.0% 43.1% 45.2%     

       

       

 

主な取組 

・障がい者の権利擁護を進めます。 
・障がいの程度・特性に応じた支援を行います。 
・障がいに対する理解・意識啓発に取り組みます。 

・ 
・ 
・ 
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基本目標 ２ 一人ひとりがささえの手を実感できるまち 

個別目標 ２－２ 助け合い、共に生きる福祉のしくみづくりを推進する 

 

現状と課題 
● 少子高齢化や核家族化が進展し、高齢の方のみで構成される世帯も増加する中で、誰もが安心して

住み慣れた地域で生活していくために、世代を超えて互いに日頃から助け合える関係を築いてい

くことが、ますます重要になっています。 
 

● 地域での助け合いを充実させていくために、近くに住む人たちが気軽に顔を合わせ、言葉を交わす

ことができる機会を、より多く生み出していくことなどが求められます。 
 

● 国民健康保険は都道府県単位の財政運営に移行されましたが、制度の安定的な運営に向けては、医

療費適正化のさらなる取組が求められます。 
 

● 生活保護を受給する世帯数はほぼ横ばいで推移していますが、受給世帯の中でも高齢化が見られ

ており、これに伴う医療扶助等の増加が見込まれます。 

 

 

取組方針 
● 住民が地域の課題を自分の事として捉え、住民自身と関係機関が連携して解決を図る「地域共生社

会」の実現に向け取り組みます。 
 

● 地域福祉の担い手である各種団体やボランティア等の支援、育成を行います。 
 

● 国民健康保険、後期高齢者医療制度の安定的な運営に向け、特定健康診査、長寿健康診査等の受診

勧奨を行うとともに、「大和市国民健康保険データヘルス計画」に基づき医療データを分析・活用

しながら事業を展開することで、疾病の早期発見や重症化予防を促進し、医療費の抑制を図りま

す。 
 

● 生活保護受給世帯の就労や自立の支援を進めます。また、受給者の健康管理を支援することによ

り、医療費等の抑制にも努めます。 

 

 

▼めざす成果 ２－２－１ お互いに助け合う地域の関係ができている 

日頃から、近隣の人たちのコミュニケーションがとれていて、困ったときにはお互いに助け合う関係が

できています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

地域に支え合う人のつながりがあると思う市

民の割合 
43.9% 44.0% 46.0%     

        

        

 

主な取組 

・地域福祉計画の進行管理をし、つながりを生み出す
地域づくりに取り組みます。 
・市内各地区において、地域における困りごとなどの解決に

あたる協議体を設置していきます。 
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▼めざす成果 ２－２－２ 社会保障のしくみが安定的に維持されている 
市民の健やかで安心できる生活を支える生活保護制度や国民健康保険制度などが適切に運営されてい

ます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

国民健康保険制度における特定健康診査の受

診率 
34.7% 55.0% 60.0%    39.0%    41.0% 

国民健康保険制度における１人当たりの医療費

の伸び率 
      2%台    2%台 

保護受給世帯のうち、働ける世帯（その他世

帯）の割合 
13.8% 20.6% 20.0% 11.0% 10.0%  

        

        

 

主な取組 

・特定健康診査の長期的な受診率向上のため、４０～５０歳

台の未受診者や過去３年間未受診者に対して、受診勧奨

に取り組みます。 

・国民健康保険における医療費の適正化に向け、レセプト及

び療養費請求書の点検体制を充実します。 

 

・ハローワークと密接に連携し、稼働年齢層の早期就労を支

援します。 

・就労支援員が受給者に寄り添いながら、本人に適した就職

を支援していきます。 
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基本目標 ３ こどもがすくすく成長する産み育てやすいまち 

個別目標 ３－１ 妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援する 

 

現状と課題 
● 出生数の減少に伴う少子化が進む中で、安心して産み、育てられる環境を整える取り組みの必要性

が高まっています。 
 

● 出産年齢の上昇等に伴い、妊娠中の健康管理や妊婦の不安解消など、母子の健康保持に関する取り

組みも一層重要になっています。 
 

● 本市における乳幼児健康診査や予防接種を受けているこどもの割合は高い水準にありますが、よ

り多くのこどもの健康を守るため、さらにきめ細かい対応が必要です。 
 

● 子育てに関わる支出は育児における負担感の大きな要因となっており、子育て家庭への経済的な

支援が求められます。 
 

● 核家族化や地域のつながりの希薄化に伴い、育児の不安を抱える保護者が増えており、子育て家庭

を支えるしくみの充実が求められます。 

 

 

取組方針 
● こどもを望む夫婦の不妊症や不育症の治療を支援し、より多くのこどもを授かることのできる環

境を整えていきます。 
 

● 妊婦健康診査の必要性や助成制度について広く周知し、適切な受診を促すとともに、乳児などの訪

問指導を行い、母子の健康管理を推進します。 
 

● 乳幼児健康診査の受診を促し、こどもの発育状態の把握、疾病の早期発見につなげるとともに、予

防接種についても積極的な情報提供を行い、接種を促進することで、感染症の予防などを図りま

す。 
 

● 妊娠から出産、子育てまで、切れ目のない支援を円滑に行えるよう、市民がわかりやすく、相談し

やすい体制の整備に努めます。 
 

● 各種手当の支給や、医療、教育に関する費用助成によって、子育て家庭の経済的負担の軽減を図り

ます。 
 

● 子育て家庭の孤立化を防ぐため、地域と家庭をつなぐ取り組みを進めるとともに、子育て中の保護

者同士が気軽に情報交換できる場の拡充を図ります。 
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▼めざす成果 ３－１－１ こどもがすくすくと健康に育っている 
こどもの疾病などの早期発見と予防が図られ、健康を損ねるおそれのあるときには、適切に必要な支援

が受けられます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

妊婦健康診査の平均受診回数 11 回 14 回 14 回 14 回  14 回  

４ヶ月児健康診査の受診率 98.9% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0%  

児童通所支援サービスの利用計画（障害児相談

支援）実利用者数 
881人 745人 996人 1,248人  1,416人 

        

 

主な取組 

・妊婦健康診査について、母子健康手帳と併せて妊 
婦健康診査費用補助券を交付するほか、医療機関と
連携した情報発信や妊婦への個別訪問などにより、
適切な受診を促します。 
・生後４か月までの乳児の全戸訪問を行い、健康状態
や発育の状況について把握します。また、低体重児
については、医療機関と連携した訪問指導、経過検
診、育児教室などを実施します。 

・乳幼児健康診査の実施を個別に通知するほか、家
庭訪問、育児相談など、様々な機会を通して受診を
促します。 
・乳幼児の保護者を対象に、子どもの成長に合わせた
食事に関する指導などを行います。 
・発達に不安のある子どもとその家族に相談や支援を
行い、必要に応じてホームヘルプやデイサービスな
どの支援サービスを給付します。 

 

 

 

▼めざす成果 ３－１－２ こどもを望んだ時からサポートが受けられる 
不安や負担を感じることなく、経済的にも安心してこどもを授かり、育てています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

子育てに関する不安を相談できる場があると

思う市民の割合 
52.2% 55.0% 60.0%     

つどいの広場の１か所１か月あたりの平均利

用者数 
1,611 人 2,100 人 2,200 人    

妊娠届出時に専任保健師による個別面接（相

談）を受けた市民の割合 
   100% 100% 

        

        

 

主な取組 

・子育て何でも相談応援センターにて、妊娠を考えたと
きから、妊娠・出産、子育てに関する相談を専任の保
健師や相談員が応じます。 
・一般不妊治療、特定不妊治療、不育症の治療にか
かる費用を助成します。 
・子育て支援センターにおいて、育児に関する様々
な相談や情報提供などをきめ細かく行います。 
・つどいの広場や地域育児センターなど地域におけ
る子育て支援の拠点について広く市民に周知し、
利用を促します。 

・ひとり親家庭を対象に、就業支援や経済的支援、相
談業務を実施します。 
・大和市文化創造拠点シリウス内の屋内こども広場に
は大型遊具や知育玩具を配置するとともに、同フロ
アに児童書架なども設置しています。また複合施設
を利用する子育て世代に保育サービスを実施してい
ます。 
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基本目標 ３ こどもがすくすく成長する産み育てやすいまち 

個別目標 ３－２ 働きながら子育てができるようにする 

 

現状と課題 
● 本市では、民間保育所等の増設や定員拡大、独自の認定保育施設制度の創設などにより、待機児童

対策に力を入れて取り組んできましたが、共働き世帯が増加傾向にある中で、今後も保育ニーズは

高まることが予想されます。 
 

● また、働き方の多様化などにより、子育て家庭による保育ニーズも多岐にわたっており、様々な保

育サービスの提供が求められます。 
 

● 公立保育所は、多様な保育ニーズへの対応、障がいがあるこどもの受け入れなど、より専門性の高

い保育の提供を行うことが期待されます。 
 

● 放課後児童クラブをはじめ、放課後こども教室や放課後寺子屋やまとなど、小学生の放課後の居場

所に係る選択肢が多様化したことに伴い、それぞれの事業の連携と効果的な運用が求められます。 
 

● 子育てしながら安心して働くことができるよう、仕事と家庭の両立支援のための取り組みも求め 

られます。 

 

 

取組方針 
● 市民の保育ニーズや居住の動向などを的確に捉えながら、保育施設等のさらなる充実や、きめの細

かいサービスの提供を図ります。 
 

● また、こどもを預ける保護者が状況に応じて、最適な保育サービスを選択できるよう、情報の提供

及び相談体制の充実に努めます。 
 

● 公立保育所については、本市の保育サービスの提供における中心的役割を担うとともに、地域にお

ける子育て支援の拠点としての機能も果たしていきます。 
 

● 小学生が安心して楽しく充実した放課後を過ごせるよう、各事業間の連携強化を図るとともに、快

適な施設や創意工夫に満ちたサービスの提供に努めます。 
 

● 仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができるよう、事業主の意識醸成に努めます。 
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▼めざす成果 ３－２－１ 安心してこどもを預けることができている 
保護者の状況や希望に応じて、こどもを安心して預けられる環境が整っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

保育所等の入所定員数 3,455 人 3,005 人 3,185 人 5,001 人  5,393 人 

 人 人 人 0 人  0 人 

放課後児童クラブの待機児童数 0 人 0 人 0 人    

0歳児を預かる保育所等における無呼吸アラーム

等の設置割合 
― ― ―  100%  100% 

        

 

主な取組 

・延長保育や一時保育、休日保育や病児保育など、保
護者が求めるニーズに対応したきめ細かい保育サー
ビスを提供します。 
・待機児童の解消に向け、保育所等の入所定員拡大
を図ります。 
・中央林間東急スクエア３階に子育て支援施設を開設
し、働きながら子育てができる多様なサービスを提供
します。 
・保育士の確保が困難な状況に対応し、民間保育所
等を支援するため、市独自の保育士雇用施策を実施
します。 

・入会希望児童数の増加に対応し、居室を確保しま
す。 
・余裕教室の不足が予想される小学校区については、
小学校内を基本とした施設整備を進めます。 
・放課後児童支援員の確保及び質の向上に努めま
す。 
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基本目標 ４ 未来に向かうこどもの学びと歩みを支えるまち 

個別目標 ４－１ こどもの広がりのある学びを育む 

 

現状と課題 
● 技術革新やグローバル化が急速に進展する中、こどもが新しい時代を生きていくための力を育む

ことにつながる教育が求められます。 
 

● 基礎的な学力や学習習慣の定着などと併せ、時代や社会の変遷に応じたＩＣＴ機器等を活用し教

育を行うことが求められます。 
 

● 障がいがあるこどもや、支援を要するこどもの増加に伴い、教育的支援のニーズが増大、多様化し

ており、一人ひとりの状況に応じた可能性を伸ばす教育が求められるとともに、全てのこどもが互

いの違いを理解しながら学び合える環境整備の重要性が高まっています。 
 

● 社会の国際化が進む中で、こどもが英語等の語学力を身に付けることや、外国への関心と理解深め

るとともに、日本の歴史や伝統、文化等についても理解を深めることが重要です。また、外国につ

ながるこどもと家族が円滑な日常生活を送ることができるための支援を行うことも求められます。 

 

 

取組方針 
● こどもの基礎的な学力の定着をめざすとともに、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」を明確

にし、「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけて、こどもが自ら成長する力を育む学校教育を

推進します。 
 

● 国際社会での活躍の礎となる英語力や国際感覚を育むとともに、時代に即した先進的な情報教育

を推進します。 
 

● 学校図書館や情報通信ネットワークなどを適切に活用し、調べる学習の充実を図ります。 
 

● 特別支援教育に関して、保護者が専門家に相談できる場や、こどもが特性に応じた教育を受けられ

る場、また、教職員の指導力向上に資する場として、総合的な支援施設の充実を図ります。 
 

● 外国につながるこどもに対し、日本語の言語能力など、教育的ニーズに応じた適切な学習支援を充

実し、日本の学校生活へのスムーズな移行を支援します。 
 

● 一人ひとりの学びを大切にしたきめ細かい指導を推進するとともに、教員の実践力の向上、学校組

織としての教育力の強化を図る取組を支えます。 
 

● 学校施設や各種教材等の計画的な整備・更新と、学校の適正規模の確保を図り、快適な学習環境の

提供を推進します。 
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▼めざす成果 ４－１－１ こどもが確かな学力を身につけている 
一人ひとりのこどもが、未来に向かうための確かな学力を身につけています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

将来の夢や目標をもっていると答えた児童・生徒の割合（小５） 91.3% 89.0% 89.0%     

将来の夢や目標をもっていると答えた児童・生徒の割合（中２） 66.1% 71.5% 72.0%    

児童・生徒の１か月の平均読書冊数（小４～６） 14.0冊 13.5冊 14.0冊    

児童・生徒の１か月の平均読書冊数（中１～３） 4.6冊 5.8冊 6.0冊     

学校図書館への年間入館回数（小４～６平均）        

学校図書館への年間入館回数（中１～３平均）      

学校の勉強が分かると答えた児童生徒の割合      
自らの授業を通じて児童生徒の基礎学習力が身
に付いたと答えた教員の割合      

      

 

主な取組 

・基礎学力の定着を図るため、地域の協力も得ながら、「放

課後寺子屋やまと」や「中学校寺子屋」等を展開し、学習支

援を行います。 

・外国語を通して積極的にコミュニケーションを図ろうとする

態度や言語、文化について理解を深める国際的コミュニケ

ーション能力の向上を図ります。 

・プログラミング教育では、問題解決のための必要な手順に

ついて体験しながら論理的に学び、時代に即した情報技術

を効果的に活用して問題を発見し、解決していく力を育み

ます。 

・学校図書館が、調べる学習の情報源として効果的に活用

できるよう環境を整備します。 

・教職員の資質や能力と学校の教育力を高めるための実践

的な研修機会を充実します。 

 

 

▼めざす成果 ４－１－２ こどもが個性・能力にあった教育を受けている 

こどもの個性や能力に応じた教育の機会が用意され、障がいの有無や国籍の違いなどに関わらず、こど

もが生き生きと活動しています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

子どもの個性や能力にあった教育が行われて

いると思う市民の割合 
37.5% 35.0% 40.0%     

特別支援教育ヘルパー充足率 100.0% 100.0% 100.0%    

特別支援や発達に関する保護者からの相談件

数 
      

        

        

 

主な取組 

・特別支援教育に特化した総合的施設を開設し、支援が必

要なこどもに寄り添える体制を整備します。 

・日本語教育アドバイザー、日本語指導巡回教員、外国人

児童生徒支援コーディネーターを配置し外国につながるこ

どもの支援体制を充実します。 

 

・安全・安心な学校環境をめざし、学校施設の改善を計画的

に進めます。 

・教育用コンピューターなどＩＣＴ機器を計画的に更新し、効果

的に活用します。 
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基本目標 ４ 未来に向かうこどもの学びと歩みを支えるまち 

個別目標 ４－２ こどもの豊かな心・健やかな体を育む 

 

現状と課題 
● 不登校やいじめの原因は、学校での人間関係や家庭環境によることが多く、未然に防止するため

に、学校がこども一人ひとりの状況を丁寧に把握して対応するとともに、地域や家庭との連携を深

め総合的に取り組んでいくことが必要です。 
 

● こどもの健全な心と体の成長のためには、バランスの取れた食事、十分な睡眠、外での体を動かし

た遊びなど、規則正しい生活習慣を身に付けることが大切です。 
 

● 交通事故、地震や火災、現代的な課題である薬物やＳＮＳに関連した犯罪等、こどもは様々な危険

に遭遇する可能性があり、こどもが自ら身を守ることも大切です。 
 

● インターネット等による仮想現実が溢れる現代社会においては、身近な人との関わりの中で、様々

な体験を通して「思いやりの心」を、また、自然や芸術に触れる体験を通し「豊かな感性」を育む

ことが大切です。 
 

● こどもの人間性や社会性を豊かに育むためには、異年齢のこどもや様々な知識・経験を持つ人々と

地域で触れ合うことも重要であり、多様な人との関わり合いの中から様々なことを学べる環境を

整えることが求められます。 

 

 

取組方針 
● いじめや不登校も含めた児童生徒指導上の諸問題について、こども一人ひとりに丁寧に関わり、未

然防止と早期発見、早期解決に取り組みます。 
 

● 社会性を育む道徳教育を推進します。 
 

● 学校に行きたくても行けないこどもたちのサポートを行うため、不登校等の児童生徒が通いやす

い居場所を設けるため教育支援教室「まほろば教室」を活用し、こども一人ひとりにあった多様な

教育活動を推進します。 
 

● こどもが、心身ともに健康な学校生活を送り、さらに、生涯の財産となる健康を保持増進すること

ができるよう、保健管理の取り組みを充実するとともに、健康教育を推進します。 
 

● 成長段階に応じた安全で栄養バランスのとれた、おいしい学校給食を提供するとともに、こどもや

保護者の食に対する知識や意識の向上を図るために、学校給食をモデルとした食育を推進します。 
 

● こどもが関わる事故の防止に向け、通学路等の安全確保に努めるとともに、交通安全教室などを通

し、広く意識啓発を行います。 
 

● こどもが自ら危険から身を守れるようにしていくため、命の大切さや安全についての理解を深め

るとともに、関係する情報を正しく判断し、いざという時に適切な行動がとれるようにする安全教

育を推進します。 
 

● こどもの感性や情緒を豊かにし、想像力を育む読書活動について、学校図書館と市の図書館との連

携なども図りながら、より一層推進します。 
 

● 感性や創造力を育む文化活動などを推進し、豊かな人間性を育みます。 
 

● 学校・家庭・地域が互いに協力し合いながら、こどもの成長を支える取り組みを推進します。 
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▼めざす成果 ４－２－１ 心身ともに健康に学校生活を送ることができている 

児童・生徒の健康管理や栄養バランスの取れた給食の提供などにより、心身の健全な発達が支えられて

います。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

小学校の給食残食率（野菜） 10.0% 10.0% 8.0%     

学校 PSメール世帯普及率 89.0% 93.0% 97.0%    

子どもの交通事故の市内発生件数 65 件 120件 110件    

運動やスポーツをすることが好きと答えた児童生徒の割合        

健康に関心があると答えた生徒の割合      

      

 

主な取組 

・交通誘導ボランティアや関係団体などと協力し、地域全体

で登下校時の見守りや声かけを行うとともに、通学路交通

安全プログラムにより安全対策を強化します。 

・学校の給食において、食の安全を確保するとともに、地域

の食材なども取り入れながら栄養バランスのとれた食事を

提供します。 

 

・こどもの発達段階に応じて、情報機器の正しい使い方や、

便利さの陰に潜む危険等に関する知識である情報モラル

教育を実施します。 

・誕生・病気・いじめ問題・交通安全・救急救命など様々なジ

ャンルにわたり、こどもたちに生命の大切さを伝える「いの

ちの教育」を実施します。 

・学校生活の様々な場面において、体力の向上や心身の健

やかな成長につながる活動を充実します。 

 

 

▼めざす成果 ４－２－２ 多様性を尊重し他者とともに生きるための社会性が育っている 

不登校やいじめに関する支援体制が整い、未然防止や早期対応による解決が進んでおり、こどもが毎日

安心して学校に通っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

不登校児童・生徒の割合（小） 0.57% 0.29% 0.25%     

不登校児童・生徒の割合（中） 3.21% 2.51% 2.22    

いじめ問題の解消率（小） 96.5% 100.0% 100.0%    

いじめ問題の解消率（中） 98.4% 100.0% 100.0%     

        

 

主な取組 

・集団アセスメントの実施により客観的な学級の状況や集団

になじめないこどもの状況を把握し、必要な支援を行いま

す。 

・全小学校へ配置したの中核教諭を中心に、児童指導・支援

のより一層の充実を図ります。 

・いじめについて、ＳＮＳ等を活用し、報告、相談、通報を幅

広く受け止められるよう体制を整えます 

・「考え・議論する道徳教育」を学校教育全体で実践します。 

・青少年相談室の相談員、スクールカウンセラー、心理カウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカー、不登校支援員

が、学校と連携し、不登校の未然防止や登校支援に取り組

みます。 

・不登校児童・生徒の学校復帰に向け、教育支援教室「まほ

ろば教室」を運営します。 
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▼めざす成果 ４－２－３ こどもが豊かな感性を身に付けている 

学校や地域の中で多様な人と関わり合いや自然・芸術に触れる体験を通して、こどもが豊かな感性を身

に付けています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

放課後子ども教室参加率 8.3% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0%  

児童館の１日あたりの平均利用者数（全２２館） 466人 450人 450人 450人 450人  

中高生ボランティア参加者数 75 人 120人 125人  130 人 135人 

       

        

 

主な取組 

・学校図書館の蔵書新鮮度を高めるとともに、いつでも本を

手に取ることのできる読書環境を充実します。 

・こどもが感性を高め、心豊かな人間性を育めるよう、自然

に触れたり、優れた芸術に接したりする体験学習を実施し

ます。 

・放課後子ども教室では、ボランティアを活用し各種の体験

教室を実施するとともに、地域の方々との交流を充実させ

ます。また、地域ごとに児童館を運営します。 

・子どもが自主性や協調性を身につけながら主体的に活動

できるボランティア体験や大和ユースクラブ、ジュニアリー

ダー（サークルありんこ）の活動を支援します。 

・こどもが放課後などにおいて安全・安心に過ごせる居場所

づくりを充実します。 

・青少年育成関係団体が主体的に行うイベントや地域活動

の支援を行います。 

・地域や青少年育成関係団体等の協力を得ながら、子ども

が様々な体験や人との交流ができる催しを実施します。 

・コミュニティセンター併設児童館 20館及び単独児童館 2館

はそれぞれの指定管理者が地域に密着した管理運営を行

います。 

・子どもたちと関わりを持ちながら、様々な季節の事業を通し

て想像力豊かな発想を導き出すよう、展開していきます。 
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基本目標 ５ 安全と安心が感じられるまち 

個別目標 ５－１ 災害への対応力を高める 

 

現状と課題 
● 東日本大震災をはじめ、熊本地震などの教訓を生かしながら、発生が予見されている都心南部直下

地震を見据え、より実践的な防災や減災対策を進めていく必要があります。 
 

● 住宅密集地を抱える本市では、大規模地震発生に伴って、複数の火災の同時発生や建築物の倒壊、

これらに起因する道路の寸断などにより、消防活動等が困難になることが想定されるため、市民一

人ひとりの迅速な行動や地域での助け合いなどが、命を守るための重要な要素になります。これを

機能させるためには、いざという時に行動できる心がけと準備が必要です。 
 

● 災害時の応急対策や復旧に向けて、関係機関との連携のもと行政が速やかに対応し、業務が継続で

きる体制づくりが必要です。 
 

● 災害の発生を未然に防ぐため、また、自然災害による被害の拡大を抑えるために、建築物の耐震化

や浸水対策など、都市基盤の強化を進めるとともに、より強固な都市となるよう、市民や事業者の

協力を得ながら、取組を推進していくことが重要です。 

 

 

取組方針 
● 市民、事業者などによる自助、共助の取組への支援を強化するとともに、防災と速やかな復興に向

けた公助による対策も含め、いざという時に機能する災害対策を推進します。 
 

● 水や食料の備蓄、家具の転倒防止などの災害への備えが、市民一人ひとりや地域において行われる

よう、意識啓発を進めていきます。 
 

● 自主防災組織と避難生活施設運営委員会の活動を支援します。市民がいざという時に迅速に行動

できるよう、訓練のサポートや、防災資機材の整備支援、情報収集ツールの確保などを進めていく

ほか、避難生活における様々なニーズを想定し、その運営支援と、防災備蓄品の充実を図っていき

ます。 
 

● 災害時に地域の医療救護活動における中心的な役割を担う市立病院では、災害医療拠点病院とし

ての機能を維持します。 
 

● 災害時に同時多発的に発生する火災から命を守るため、初期消火資機材や防火水槽の整備、延焼の

拡大を防ぐオープンスペースの確保などを進めます。 
 

● 地震に伴う建築物の倒壊、火災による延焼の拡大を防ぎ、併せて避難路及び緊急輸送路を確保する

ために、建築物の耐震化と不燃化を促進するとともに、大規模盛土造成地の調査を進めます。 
 

● 市街地の浸水被害の軽減に向け、雨水の河川への流入抑制も含めた総合的な治水対策を推進し、都

市の防災機能の充実を図ります。 
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▼めざす成果 ５－１－１ 災害に対して自ら備えをしている 

市民一人ひとりが災害の脅威を認識し、家庭や地域において災害に対する備えができています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

地域防災訓練を実施している自治会の割合 75.3% 76.0% 78.0% 78.0%   79.0% 

市と避難行動要支援者名簿を共有している自

治会の割合 
100.0% 74.0% 78.0%    

住宅の耐震化率 91.9% 91.5% 93.2% 
31年度に耐震化

促進計画の改定

に合わせ設定 

31年度に耐震化

促進計画の改定

に合わせ設定 

        

 

主な取組 

・木造住宅には、耐震診断費及び耐震改修費を、分譲
マンションには耐震診断費の助成をそれぞれ行いま
す。 
・自主防災組織への防災訓練指導などにおいて、初
期消火活動が安全、確実、迅速に行えるよう、より実
践的な訓練に取り組みます。 
・一般住宅の不燃化、バリアフリー化の改修工事費の
補助を行います。 

・耐震診断義務路線沿道建築物の耐震診断費、耐震
補強設計費耐震改修費の補助を行います。 
・地域の防災力向上を目的として、市内自主防災組織
に対し、防災資機材購入に係る補助金を交付しま
す。 

 

 

▼めざす成果 ５－１－２ 防災・減災のしくみが整っている 

災害時における避難や情報収集について、適切かつ迅速に対応できる体制が整っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

地域で広域避難場所が知られていると思う市

民の割合 
70.1% 69.8% 70.3%     

想定避難者数に応じた非常食料の備蓄率 100.0% 100.0% 85.3% 100.0% 100.0% 

防災講話の受講団体数 55団体 55団体 60団体 60 団体 60 団体 

        

 

主な取組 

・備蓄食料の更新など、防災備蓄倉庫の維持管理を
適切に行い、避難生活に必要な物資を確保します。 
・飲料水兼用貯水槽の維持管理を適正に行い、災害
時における飲料水を確保します。 

・防災行政無線やＰＳメール等により、災害時に必要
な情報を市民へ迅速に発信します。 
・ 
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▼めざす成果 ５－１－３ 都市の防災機能が充実している 

地震や大雨が発生しても、被害を抑えたり、拡大しないように施設整備などの必要な対策が講じられて

います。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

防災上重要な公共建築物の耐震化率 99.4% 99.4% 100.0% 
31年度に耐震化

促進計画の改定

に合わせ設定 

31年度に耐震化

促進計画の改定

に合わせ設定 

雨水整備率 68.8% 68.7% 69.0% 69.4% 69.5% 

        

 

主な取組 

・下水道施設、道路橋の耐震化を図ります。 
・豪雨等による浸水被害の解消に向け、雨水管の整
備を進めるとともに、民間開発地区内への雨水浸透
桝や雨水貯留槽などの設置を促します。また、道路
整備において雨水を地下に浸透させる透水性舗装に
取り組みます。 

・河川の護岸の維持管理や流れを阻害する堆積土砂
などの除去、周辺フェンスなどの施設の補修を行い
ます。 
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基本目標 ５ 安全と安心が感じられるまち 

個別目標 ５－２ 暮らしの安全を守る 

 

現状と課題 
● 防犯活動に関わる団体や関係機関と連携したパトロールのほか、街頭防犯カメラの整備などを進

めてきた中で、市内の犯罪発生件数は大きく減少していますが、全国的な傾向と同様、知能犯は上

昇傾向にあります。 
 

● 犯罪の不安がないまちをつくるためには、地域全体での取組を推進していくことが必要です。 
 

● 市内の交通人身事故の発生件数は減少傾向にありますが、全体に占める高齢者が関わる事故の割

合は上昇傾向にあります。 
 

● 高齢者を狙った悪質商法やサイドビジネス等の勧誘、インターネット、スマートフォンの普及に伴

う架空請求など、手口の複雑化を背景に、市民からの消費生活相談も多岐にわたっています。 
 

● 本市の火災発生率は低い水準を保っていますが、木造密集地域を多く抱えていることから、迅速な

初期消火が求められます。 
 

● 救急車の出動件数は増加傾向にあり、現場到着の遅延にもつながります。依然として軽症者による

通報が多いことから、真に救急車を必要とする市民が利用できる環境づくりが必要になっていま

す。 

 

 

取組方針 
● 市民一人ひとりや防犯活動団体、関係機関と連携してパトロールを実施することで、犯罪の抑止と

体感治安の向上を図り、併せて自主防犯意識を高めていきます。 
 

● 地域ごとに犯罪の種類や発生状況を把握し、警戒情報を速やかに提供するとともに、街頭防犯カメ

ラや防犯灯の整備を進めていきます。  
 

● こどもや高齢者の状況に応じて、きめ細かく交通安全の啓発を行うとともに、自転車利用のマナー

を向上させるための注意喚起や、走行空間の整備を進めます。 
 

● 道路等の危険箇所の把握や交通事故の発生原因の分析を行い、関係機関と連携しながら交通安全

施設の整備を進めます。 
 

● 消費者利益の保護や日常生活でのトラブル解決、未然防止に向け、市民が利用しやすい相談体制

と、消費者問題に関する意識啓発を進めていきます。 
 

● 火災予防に関する意識啓発に加え、消防資機材の整備、住宅や商業施設など建物の安全指導、自主

防災組織への支援などを行い、地域と連携して消防力の向上を図ります。 
 

● 市民の応急手当に関する技術習得やＡＥＤの設置などを進めるとともに、救急車の適正利用を促

していきます。また、医療機関との連携を図りながら、適切な救急救命体制を維持します。 
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▼めざす成果 ５－２－１ 犯罪の不安を感じることなく暮らしている 
市民の防犯意識が高まり、また、地域での防犯活動が定着することで犯罪にあうことが少なくなってい

ます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

以前に比べて、大和市の治安は良くなったと

思う市民の割合 
55.8% 48.8% 50.0%  58.8%   60.0% 

年間犯罪発生認知件数 2,364件 2,230件 2,100件 1,720 件 1,666 件 

自主防犯活動団体数 192団体 212団体 228団体    

安全安心サポーター活動登録者数      322人    368人  

        

  

主な取組 

・防犯活動団体などと連携した防犯キャンペーンや防
犯教室、公用車による青色防犯パトロールを実施し
ます。 
・ヤマトＳＯＳ支援アプリにより、各種防犯マニュアルや
防犯情報を配信するとともに、やまとＰＳメールとの
連動による最新の防犯情報を発信します。 

・通学路、公園等に街頭防犯カメラを設置します。 
・市民の体感治安の向上と犯罪発生抑止効果を一層
高めるため、防犯灯を設置します。 
・客引き行為等防止重点地区での条例違反者に対し
ての指導、警告を行います。 

 

 

▼めざす成果 ５－２－２ 交通事故の不安を感じることなく暮らしている 

交通ルールに対する遵守意識が高まるとともに、安全施設の整備が進み、交通事故の発生件数が 

減少しています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

交通人身事故発生件数 784件 1,200件 1,100件 700件   654 件 

交通安全教室等参加者数（イベントを除く） 20,571人 22,000人 23,000人 24,000人 24,000人 

      

        

 

主な取組 

・大和市交通安全対策協議会などと連携して交通安
全キャンペーンを実施するとともに、子どもから高齢
者まで各年代を対象とした体験型等による交通安全
教室を開催します。 
・自転車の TSマーク取得や児童用ヘルメット購入につ
いて助成します。 
・PTA などによる登下校時の交通誘導ボランティア活
動を支援します。 

・自治会や PTA、関係機関などと連携し、道路の危険
個所を点検するとともに、カーブミラーや道路照明灯
などの整備を行います。 
・歩道拡幅や段差解消、カラー舗装、横断防止柵の設
置など道路の改良を行います。 
・高齢運転者を対象とした安全運転診断を実施しま
す。 
・自転車の安全利用を促進させるため市民ボランティ
ア活動の普及を図ります。 
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▼めざす成果 ５－２－３ 安心して消費生活を送っている 

消費生活や日常生活に関する相談、情報提供体制が整っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

消費生活相談の苦情件数のうち完結済みの割

合 
99.2% 99.5% 99.5%    99.5%    99.5% 

家庭用品品質表示法・製品安全４法に係る立

ち入り検査による適正表示の割合 
100.0% 100.0% 100.0%    

消費生活センターの存在や役割について知っ

ている市民の割合 
   88.0% 90.0% 

        

 

主な取組 

・広報誌やホームページなどにより、悪質商法や架空
請求などの消費生活上のトラブルについて、情報発
信を行います。 
・日常生活や契約行為などにおけるトラブルの相談に
ついて、解決に向けた支援を行います。また、相談員
間での情報共有や勉強会の実施などにより、相談員
の資質向上を図ります。 

 

・商業施設等に対し、適正な商品表示がなされている
か、立ち入り検査を実施します。 

 
 

 
 

▼めざす成果 ５－２－４ 十分な消防力が整っている 

消防体制が維持され、迅速な災害対応を行うほか、市民の火災予防や救命などに関する知識が高められ、 

災害や事故による被害が最小限に抑えられています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

火災発生率（人口１万人あたりの火災発生件数） 1.4件 2.7件 2.6件  2.1 件  2.0 件 

救命講習受講者資格取得者数（累計） 35,420人 28,000人 35,000人 50,600人 58,400人  

救急車の医療機関到着までの所要時間 38.0分 36.0分 36.0分 36.0分 36.0分  

       

        

 

主な取組 

・地域と連携し、放火されにくい環境づくりに向けたパ
トロールや広報活動を行います。 
・少年消防団への活動を支援し、未来の地域防災リー
ダーの育成を図ります。 
・消防車両、災害対応用資機材や通信機器などの維
持管理を行います。 
・消防学校などの専門研修、医療機関で行う研修や資
格の取得により、消防職員及び消防団員の知識と技
術の向上を図ります。 

 

・学校や事業所に対する救命講習会の実施や誰もが
利用できるＡＥＤ設置環境の整備を行うとともに、救
急車の適正利用に向けた広報活動を行います。 
・ 
・ 
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基本目標 ５ 安全と安心が感じられるまち 

個別目標 ５－３ 航空機による被害を解消する 

 

現状と課題 
● 厚木基地は、全国に類を見ない人口密集地の中にある航空基地であり、本市では、航空機騒音や事

故への不安など基地に起因する様々な問題が生じており、市民は長年にわたり多大な負担を強い

られています。 
 

● 2018年に在日米軍再編に伴う空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐が完了しましたが、依

然としてＮＬＰなど空母艦載機の着陸訓練に厚木基地が使用される可能性があり、こうした空母

艦載機などジェット戦闘機の厚木基地への飛来に伴う騒音被害は、極めて深刻なものとなります。 
 

● また、市街地に位置する広大な基地は、東西方向の交通を分断するとともに、航空機の飛行に伴い

建築物の高さが制限されるなど、まちづくりの阻害要因にもなっています。 

 

 

取組方針 
● 日頃生じている騒音の軽減や、空母艦載機の離着陸訓練を厚木基地で実施しないこと、航空機の安

全確保などについて、国や米軍等に求めていきます。 
 

● 基地問題の解決に向け、県や厚木基地周辺市などとも連携を図りながら、取組を推進します。 

 

 

▼めざす成果 ５－３－１ 航空機による被害のない生活を送っている 

航空機騒音が低減されるなど、基地に起因する被害の少ない生活を送っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

時間帯補正等価騒音レベル（Ｌｄｅｎ） 71.4 

逓減させる

よう取り組

みます 

逓減させる

よう取り組

みます 

逓減させる

よう取り組

みます 

逓減させる

よう取り組

みます 

       

       

       

        

 

主な取組 

・航空機騒音測定器を市内 5箇所に設置し、常時測定 
を行い、測定データの収集分析を行います。 
・測定データは、国等に対する要請活動時の基礎資料 
として活用します。 
・ 

・ 
・ 
・ 
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基本目標 ６ 環境に優しい快適な都市空間が整うまち 

個別目標 ６－１ 環境を守り育てる 

 

現状と課題 
● 地球温暖化が進む中、地球規模で温室効果ガスの削減に向けた取組が進められています。 
 

● 温室効果ガスの大半を占める二酸化炭素について、我が国では主に、発電や自動車における化石燃

料の燃焼によって排出されています。 
 

● 限りある天然資源の消費を抑制し、ごみを焼却する際に発生する二酸化炭素や最終処分時の埋立

などの環境負荷を減らすため、循環型社会の形成をより一層進めていく必要があります。また、ご

みのない清潔なまちは、私たちが気持ちよく生活をするための大切な要素です。 
 

● 河川の水質が保たれ、大気汚染も改善してきていますが、悪臭や騒音などの苦情が増えています。 
 

● 市街化の進行に伴う緑地の減少は、都市の景観の悪化や、ヒートアイランド現象の発生につながり

ます。緑地は動植物の生息場所として、また、市民にうるおいを与える空間としてなくてはならな

いものです。また、防災上の貴重なオープンスペースにもなることから、しっかりと保全していく

ことが必要です。 
 

● 環境にやさしいまちは、景観や防災面などから、私たちの暮らしを快適で、安全なものにしてくれ

ます。 

 

   

取組方針 
● 温室効果ガスの排出量を削減するため、市民や事業者などに向けて、省エネルギー行動等について

の啓発を進めるとともに、市民による再生可能エネルギーの導入を支援します。また、自動車の利

用を抑えるため、公共交通機関の利用促進や、歩くことの推奨、自転車利用環境の充実を図ります。 
 

● 過剰包装や食品ロスの問題について、市民への周知や事業者への働きかけを行うほか、その他プラ

スチック製容器包装や、ごみの焼却灰の資源化などを進め、ごみの減量化と資源化を図ります。 
 

● ごみのない清潔なまちを維持するため、不法投棄のパトロールを実施します。また。市民や事業者

と連携しながら、キャンペーンなどを通じた美化活動を推進し、併せて環境意識の向上を図りま

す。 
 

● 下水道の確実な処理と施設の適正な維持管理を進めるとともに、市民に向けて適切な排水を呼び

かけることにより、河川の水質を保ちます。 
 

● 地権者や近隣住民の理解を得ながら大規模緑地を保全していくとともに、都市農業の振興や市民

農園の取組などによって農地の保全を進めていきます。また、市民等との協力のもと、住宅や事業

所内の壁面や外構への緑の配置、公園や道路の緑化を進めていきます。 
 

● 小中学校における環境教育などを通じ、環境配慮行動の必要性や市の取組に関する周知啓発を進

めていきます。 
 

● これまで以上に環境に配慮しながら、街づくりや、インフラ施設及び公共建築物の整備等を進め、

都市の持続可能性を高めていきます。 
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▼めざす成果 ６－１－１ 温室効果ガスの排出量が削減されている   

省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの活用が進み、温室効果ガスの排出量が減っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

環境に配慮している人が多いと思う市民の割合 49.2% 62.0% 67.0% 62.0% 67.0% 

1990年度と比較したエネルギー供給量等に基づく二

酸化炭素排出量の割合 
105.5% 84.1% 79.2%    

温室効果ガス排出量（2013年度比）    96.2% 90.3% 

        

 

主な取組 

・温室効果ガスの排出量の削減に向けて、住宅用太陽光発

電システム等の再生可能エネルギーを推進します。 

・温室効果ガスの排出量の削減に向けて、家庭用燃料電池

（エネファーム）等の省エネルギーを推進します。 

・市の公共施設へ太陽光発電システム等の設置を進めま

す。 

・小中学校において、やまと みどりの学校プログラムや、か

んきょうノートを活用した環境教育等を実施します。 

・ 

・ 

 

 

▼めざす成果 ６－１－２ ごみの減量・資源化により循環型社会への歩みが進み、清潔なまち 

が維持されている 

ごみの減量化と資源化が図られ、処理されるごみの量が減っています。また、市民が地域の美化活動に

参加し、ごみのない清潔なまちで生活しています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

市民一人１日あたりのごみ排出量 435g 420g 412g  439g 439g  

リサイクル率 26.7% 30.0% 32.0% 33.7% 33.1%  

ごみ焼却灰の資源化率 81.7% 45.0% 55.0% 100.0% 100.0%  

美化推進月間クリーンキャンペーン参加者数 4,106人 5,000人 5,200人 5,000人 5,200人 

        

 

主な取組 

・焼却灰については、資源化を進め有効利用を図りま
す。 
・広報やホームページなどによるごみの減量化・資源
化に関する情報の周知を図ります。 

 

・地域美化が図られるようクリーンキャンペーン事業を
実施します。 
・路上喫煙防止に取り組みます。 
・不法投棄の未然防止を推進します。 
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▼めざす成果 ６－１－３ 緑地が保全されるとともに、市街地の緑化も進んでいる 

自然を感じることのできる貴重な緑地が守られ、また、身近な場所の緑が増えています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

大和市には、緑や公園が多いと思う市民の割合 68.7% 69.5% 70.5%     

市民農園区画数 860区画 900区画 950区画 970区画 1,000区画 

民有地に設置された生垣延長（累計） 690.7m 680.0m 720.0m 792.0m  840.0m 

保全を図っている緑地面積 89.3 ha 92.9 ha 92.9 ha 92.9 ha  92.9 ha 

農地の利用権設定面積 6.0 ha 5.0 ha 5.2 ha 8.3 ha 9.0 ha 

 

主な取組 

・引き続き、生け垣設置等の助成に取り組んでいきま
す。 
・大和市の緑の拠点である「6 つの森」及びふるさと軸
の緑地について、引き続き保全契約等により緑地面
積の確保に努めます。 

・市民農園として遊休農地の活用を推進し、需要に見
合った区画の提供に努めます。 
・意欲ある農業生産者が遊休農地を借り受け耕作す
ることのできる、農地の利用権設定を積極的に推進
します。 

 
 

▼めざす成果 ６－１－４ 深呼吸したくなる空気や、きれいな水に囲まれて生活している 

大気汚染や騒音、振動への対策が講じられるとともに、生活排水の適切な処理によって川の水質が保た

れ、良好な生活環境で生活しています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）（境川） 1.6㎎/l 3.0㎎/l 3.0㎎/l     

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）（引地川） 1.4㎎/l 2.0㎎/l 2.0㎎/l    

下水道出前授業の実施校数 20校 20校 20校    

環境基準項目不適合率 5.4% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 

公害苦情件数 119件 113件 111件 115件 111件 

 

 

主な取組 

・公害苦情で半数を占める騒音苦情の減少のため、
開発に係る協議や特定建設作業実施の届出があっ
た際に、騒音や振動の低減について啓発を行いま
す。 
・環境基準項目不適合率を減少させるため、大気汚染
物質の増加の原因の一つである自動車のアイドリン
グに対して、不要なアイドリングは避けるよう啓発を
行います。また、公共用水域の水質保全のため、事
業所に対し、汚染物質の流出防止の啓発を行いま
す。 
・下水道出前授業や下水道ポスターコンクールを実施
します。 

 

・合併浄化槽への切り替えに際し、その経費を助成し
ます。 
・河川の親水護岸について、安全性を維持するよう管
理を行います。 
・下水道ストックマネジメント計画及び下水道総合地震
対策計画に基づき、施設を計画的に改修します。 
・市街化区域において、汚水や雨水を排水、処理する
下水道施設を整備します。 
・河川の水質汚濁の防止や下水処理場の機能保全の
ため、対象となる事業所への立入検査及び適切な指
導を実施します。 
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基本目標 ６ 環境に優しい快適な都市空間が整うまち 

個別目標 ６－２ 快適な都市の基盤を充実する 

 

現状と課題 
● 市街化が進んでいる中、地域の特性を活かし、周辺との調和がとれた市街地の形成が進むよう、市

民や開発事業者等と協力しながら、計画的に街づくりを進めていく必要があります。 
 

● 市域の面積に対する道路延長の比率は、県内で高い水準ですが、依然として狭あい道路や、鉄道と

の交錯も多い状況です。少子高齢化を踏まえ、高齢者の負担の軽減、子育てしやすい環境の充実を

図る観点からも、引き続き、安全で円滑な交通を確保するための道路整備を進めていく必要があり

ます。 
 

● 農地は、景観面や防災面で貴重な役割を果たし、市街化が進む都市において重要な構成要素になっ

ています。今後の生産緑地の指定期間満了時に、農地が一斉に宅地化することのないよう、対策を

講じる必要があります。 
 

● 公園は都市生活を快適に送るための憩いの場であり、市民の健康づくりや、市街化が進んだ本市の

こどもの遊び場としても重要な役割を果たすものですが、市民一人当たりの都市公園面積は近隣

他市と比べて必ずしも十分ではありません。 
 

● 快適な都市を支える道路橋や公園、下水道施設等について、本市では、都市化が進んだ昭和５０年

代から平成の初頭にかけて多く整備されており、徐々に老朽化が進んでいます。 

 

 

取組方針 
● 地域住民や事業者と連携し、それぞれの地域の特性を活かした魅力ある市街地を形成していきま

す。市街地整備を進める地区などにおいて、街づくりのルールの策定支援を行い、良好な街並を形

成していきます。 
 

● 大和駅周辺では、土地の高度利用を誘導することなどによって都市機能の向上を図りながら、文化

創造拠点シリウスとプロムナードを中心とした回遊性の高い街づくりを進めていきます。  
 

● 中央林間駅周辺では、鉄道事業者との連携のもと、駅施設や駅前広場の改良などを並行して進め、

安全で快適な動線を確保しながら、都市機能を一層高めていきます。 
 

● 高座渋谷駅周辺では、土地区画整理事業の実施によって生み出されたゆとりある空間などが幅広

い世代から魅力と映るよう、周辺地域の土地利用の誘導を図っていきます。 
 

● 農地が市街地の中で有効に活用され、都市生活と調和する街づくりを進めていきます。 
 

● 公共建築物や道路、公園の整備においてユニバーサルデザインを取り入れていきます。 
 

● 歩道の整備や交差点の改良を進め、安全性を高めながら交通の円滑化を図ります。また、利便性の

向上はもちろん、災害時の緊急輸送路としての機能を確保すべく、都市計画道路の整備を推進しま

す。 
 

● 公園について、こどもから高齢の方まで、様々な世代のニーズに対応する魅力的な空間を配置して

いきます。また、災害時の利用なども想定して機能の充実を図ります。 
 

● 道路橋や下水道施設、公園等の都市インフラについて、適切なメンテナンス、計画的な修繕等によ

り、安全性を確保しながら施設の長寿命化を進めていきます。 
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▼めざす成果 ６－２－１ 市街地の整備が計画的に進んでいる 

計画的な土地利用により、快適な市街地の整備が行われるとともに、中心市街地の活性化が進んでいま

す。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

土地区画整理事業などによる市街地整備の割合 58.1% 60.2% 60.4%  60.9%  61.2% 

プロムナードにおける１日あたりの通行者数 24,631人 25,850人 26,350人 29,370人 29,960人 

渋谷（南部地区）土地区画整理事業の進捗率 100.0% 100.0% ― ― ―  

       

        

 

主な取組 

・市街地整備に取り組む地権者などに、組織設立や事
業計画作成について、支援を行います。 
・ 
 

・小田急中央林間駅総合改善事業に対し補助金を交
付します。 
・ 
・ 

 
 

▼めざす成果 ６－２－２ 良好な街並が形成されている 

景観に配慮した良好な街並が形成されるなど、周辺環境と調和した魅力ある住環境が創出されていま

す。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

大和市は、良好なまち並みが形成されている

と思う市民の割合 
46.7% 50.0% 52.0%     

地区計画、建築協定、地区街づくり協定など

ルール化された面積（累計） 
121.0 ha 122.8 ha 128.3 ha 149.0 ha 154.0 ha 

       

        

 

主な取組 

・街づくり学校の開催やメールマガジンなどによる情報
提供などを行うとともに、専門家の派遣などにより、
まちづくりルールの策定を支援します。 
・内山地区や中央森林地区において、まちづくりに関
する勉強会や地域住民の意見交換会などを行いま
す。 
・良好な景観形成に向け、一定規模以上の建築物の
整備や屋外広告物の設置に関し、指導や助言、審査
などを行います。また、市民と協力し違反屋外広告物
の除却活動を行います。 

 

・不特定多数の人が利用する公共的施設の建築につ
いて、バリアフリー化を進めるよう、指導や助言、審
査などを行います。 
・高齢者など住宅確保が困難な市民へ市営住宅の提
供を行います。また、計画的な改修などにより、市営
住宅の長寿命化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

▼めざす成果 ６－２－３ 道路や公園を快適に利用している 

道路や公園などの都市基盤が整い、市民が安全で快適に利用しています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

都市計画道路の整備率 64.0% 63.9% 64.7%     

市民１人あたりの都市公園面積 3.20㎡ 2.90㎡ 4.00㎡ 3.30㎡  4.00㎡ 

       

       

        

 

主な取組 

・福田相模原線について、歩道拡幅を含めた整備を近
隣自治体とも連携しながら進めます。 
・県道丸子中山茅ヶ崎線について、事業主体である県
に対しさらなる整備の推進を働きかけながら、交通の
円滑化や安全性の確保に向けた市道との交差点の
改良を進めます。 
・交通に支障のある狭あい道路の拡幅や未舗装道路
の舗装化を行います。また、計画的な改修などによ
り、道路橋の長寿命化を図ります。 
・市民や協定を締結した事業者から道路危険個所など
の情報提供を受けながら、道路の適切な維持管理を
行います。 
・道路における段差の解消、出入り口の幅員確保、色
や言語に配慮した案内板の設置など、利用しやすさ
に配慮した整備を行います。 

・公園の整備にあたっては、災害対応機能を持った公
園施設の選定やユニバーサルデザインに配慮してい
きます。 
・様々な世代が利用する大和ゆとりの森については、
引き続きスポーツ広場や駐車場などの段階的な整備
を進めていきます。 
・既設公園にあっては、適切な点検やメンテナンス、計
画的な修繕等により、維持管理費用の平準化を図る
とともに、遊具等の公園施設の長寿命化を進めてい
きます。 
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基本目標 ６ 環境に優しい快適な都市空間が整うまち 

個別目標 ６－３ 誰もが移動しやすい都市をつくる 

 

現状と課題 
● 本市は、市域のいずれの場所も鉄道駅からおおよそ徒歩圏にあり、また、地形も平坦なエリアが多

く、移動するうえでの利便性に恵まれています。 
 

● 市では、バス事業者による路線バスが通じていない地域などを中心に、コミュニティバスを運行し

ており、多くの人が利用しています。 
 

● 市民一人当たりの自動車保有台数は減少しているものの、幹線道路の交通量は依然として多い状

態が続いています。高齢化の進展も見据え、徒歩や自転車、公共交通機関への誘導も図りながら、

地域ごとの状況を考慮した交通施策の充実が必要です。 

 

取組方針 
● 高齢化のさらなる進展を見据えながら、より多くの市民が安全で快適な交通手段を選択できるよ

うにしていくとともに、環境負荷の軽減や、市民の外出機会の創出などにもつなげられるよう、交

通施策を総合的に推進していきます。 
 

● コミュニティバスについては、公平性や収益性を考慮したうえで、日常生活での利用が多い施設

や、他の交通手段との連携を深めることも検討し、生活の足として、より利用しやすいルートとな

るよう、必要に応じ見直しを行っていきます。  
 

● やまと自転車憲章に則り、自転車利用の促進と併せてマナーの向上も図っていきます。また、駅前

などの放置自転車対策も推進していきます。 

 

▼めざす成果 ６－３－１ 地域交通の利便性が確保されている 

地域交通の充実により、まちの中を気軽に安全に移動できています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

大和市は、公共交通機関を手軽に利用できる

と思う市民の割合 
76.1% 80.0% 82.0%   84.0%  85.0%  

コミュニティバスの利用者数 654,947人 638,100人 721,500人 740,000人 750,000人 

       

        

 

主な取組 

・コミュニティバスについては、運行ルートや時刻表の
見直しを実施し、地域住民の協力を得ながら安全で
快適な運行に努めます。 
・コミュニティバスの運行時刻やルートなどについて、
分かりやすく情報提供します。 

 

・地域住民が主体となった移動手段の取り組みに対
し、運営支援を行います。 
・鉄道駅施設のバリアフリー化や安全性の向上などに
ついて、事業者への要望や支援を行います。 
・ 
・ 
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▼めざす成果 ６－３－２ 自転車を安全に快適に利用している 

安全で快適に自転車を利用できる環境が整っています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

自転車通行空間の総延長 72km 24km 35km     

適正駐輪率 99.4% 99.0% 99.0% 100% 100% 

       

        

 

主な取組 

・自転車利用のルールやマナーに関する講習会を実
施します。 
・自転車利用者のルールやマナーに関する調査を行
います。 

・自転車等放置禁止区域を中心に巡視や駐輪指導、
移動保管などを行います。 
・自転車を市内で共有して利用できるしくみの導入を
検討します。 
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基本目標 ７ 豊かな心と感動がひろがるまち 

個別目標 ７－１ 読書と学びにいつでも親しめる環境をつくる 

 

現状と課題 
● 読書は、新たな知識を得られるものであり、また、自ら考える力や感性を高めるとともに、表現力

を磨く効果も期待され、生涯を通じて、学びや成長に寄与するものです。 
 

● 自らの意思で自由に学び、自分自身や生活の質を高めていく生涯学習は、平均寿命が延び、「人生

１００年時代」という言葉が使われるようになっている現代において、人生を豊かにしていくため

にますます重要になっています。 
 

● 高齢化の進展を背景に６０歳以上の労働参画率が上昇していることや、ワーク・ライフ・バランス

の考え方の浸透など、働き方の多様化によって、生涯学習のニーズは一層高まるものと考えられま

す。 
 

● 生涯学習は、福祉や環境、人権など、社会に存在する様々な行政・地域課題に対し、市民の理解を

得る効果も期待されるものです。 

 

 

取組方針 
● より多くの人が読書に気軽に親しめるよう、文化創造拠点シリウスの図書館を中心としながら、中

央林間図書館や渋谷図書館、その他学習センター図書室との連動とともに、学校図書館との連携強

化も進めることなどより、充実した読書環境を市域に広げていきます。 
 

● 図書館では、幅広い分野の資料を収集し、様々な本との出会いを提供します。また、図書返却ポス

トやサービスポイントの増設など、利便性の向上を図っていきます。 
 

● 乳幼児期からの読書習慣の形成に向けた取組を進めていきます。 
 

● 市民のライフステージやニーズを踏まえて、講座等の充実を図りながら、学習機会をきめ細かく提

供していきます。 
 

● 初めて利用する人や、現役をリタイアした人、また、「おひとりさま」でも気軽に参加できるよう、

講座等のカリキュラムの内容をはじめ、学習情報のきめ細かな提供、相談体制などについて、環境

整備を進めていきます。 
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▼めざす成果 ７－１－１ 読書をする人が増えている 

読書に親しめる環境が広がり、読書をする人が増えています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

市民１人あたりの年間図書貸出冊数 4.64冊 5.15冊 5.87冊   

図書館や保育所などでのおはなし会の延べ参

加者数 
1,989人 2,340人 2,580人   

ひと月に１冊以上本を読む市民の割合       

図書館利用登録者率（登録者数／人口）       

        

 

主な取組 

・文化創造拠点シリウスを中心とした図書館ネットワー
クにより、利用者のニーズに沿った図書館資料の貸
し出しを行います。 
・利用者の傾向やニーズを捉え、図書館の蔵書充実を
図ります。 
・インターネットや IC 機器などを活用し、便利な図書館
サービスを提供します。 
・お一人でも気軽に利用できる、市民の居場所となる
図書館として、快適な読書環境の維持に努めます。 

 

・ブックスタートや子供の年齢に合わせたおはなし会な
どの実施を通じて、子どもの家庭での読書（家読）を
促進します。 
・子どもの読書活動を支える読み聞かせボランティア
等を養成し、子どもの読書活動の推進につなげま
す。 
・小中学校と連携し、児童・生徒の調べる学習を支援
します。 
・図書返却ポストの増設を図ります。 
・図書館サービス提供場所の増設を検討します。 

 

 

▼めざす成果 ７－１－２ 生涯学習に取り組む人が増えている 

様々な学習機会が提供されることにより、生涯学習に取り組む人が増えています。  

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

市民１人あたりの学習センター年間利用回数 3.34回 4.30回 4.58回     

学習センター年間来館者数    
1,580,000

人 

1,600,000

人 

団体企画提案の地域学習交流事業・市共催事

業数 
103件 123件 133件    

講座等の受講者数    14,700人 15,000人 

       

        

 

主な取組 

・市民のライフステージ、ニーズを踏まえた幅広い分野
の講座を開催します。 
・歴史、芸術、科学など、様々なテーマの専門的な内
容を系統的、継続的に学習できる「大和市民大学」を
開催します。 
・講座の内容や施設の利用方法などについて広報誌
や情報誌、ホームページ等様々な媒体により情報提
供を行ないます。 

・学習を希望する方への学習相談を行うとともに、学
習団体等に対して活動に関する支援を行います。 
・生涯学習ねっとわぁく制度により、学んだことを活用
したい方を講師として登録し、学びたい方の希望に応
じて講師を紹介します。 
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基本目標 ７ 豊かな心と感動がひろがるまち 

個別目標 ７－２ 薫り高い文化芸術を創造・継承する 

 

現状と課題 
● 文化芸術は、人々の創造性を高め、感動や安らぎを与えるとともに、私たちの暮らしに潤いをもた

らします。それは、生きる喜びや、いつまでもはつらつと元気に生活するための力にもなり得るも
のです。 

 
● 活発な文化・芸術活動は、まちの魅力を高め、市民の地域への愛着意識を醸成することにも寄与し

ます。大和の文化を形づくる市民が、自発的、主体的な文化芸術活動を促進するための環境づくり
を行うことが必要です 

 
● 著しく変化する社会状況に対応するものとして、文化芸術には、教育、観光、国際交流などの他の

行政分野との連携、展開が望まれており、求められる役割が多様化してきています。 
 
● 高齢化の進展とともに、文化芸術、地域文化の担い手を確保することが難しくなっていくものと考

えられます。 
 
● 地域の歴史や文化財への理解を深めることは、市民の郷土意識の醸成にも寄与します。これら郷土

の財産を保護し、後世に継承していく必要があります。 

 

取組方針 
● 多様な担い手と連携、協力しながら、文化芸術の素晴らしさを伝えるための事業を展開します。 
 
● 市民の文化芸術活動の発表、創造の機会の充実を図るなど、それぞれのニーズにあわせた適切な支

援を行います。 
 
● 他の行政分野との連携を推進することで、文化芸術を市民にとって一層親しみやすいものにする

とともに、各分野が抱える課題の解決にも貢献する相互作用が生まれるよう、取り組んでいきま
す。 

 
● 子ども、若者に対する施策を推進し、豊かな人間性を育むとともに、次代の担い手の発掘、育成に

取り組みます。 
 
● 市内で行われている文化芸術活動をはじめ、アーティストの活動のクローズアップやサポートな

どを通じて、人々の大和の文化芸術に対する関心、文化的なイメージをさらに高めていきます。 
 
● 市の歴史、文化財に関する情報を収集・保存するとともに、展示や刊行物等による普及啓発に努め

ます。 
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▼めざす成果 ７－２－１ 文化や芸術に親しむ人が増えている 

文化芸術に親しみやすく、気軽に参加できる場が整い、文化芸術の鑑賞、活動を行う人が増えています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

文化や芸術活動が盛んに行われていると思う

市民の割合 
45.7% 52.4% 56.4%  48.0%  50.0% 

芸術文化ホール年間利用者数 121,680人 180,000人 230,000人 300,000人 300,000人  

YAMATO ART100来場者数 107,359人 110,000人 115,000人    

YAMATO ART100参加イベント数    100 イベント 100 イベント  

        

 

主な取組 

・芸術文化ホールにおいて、幅広いジャンルの文化芸
術事業を実施するとともに、市民にとって身近な場所
であるコミュニティセンターを会場としたコンサートな
どを開催します。 
・市民芸術祭などの市民参加型の事業を実施するほ
か、公募形式による活動資金の助成や活動情報の
発信などを行います。 
・教育委員会、市民ボランティアと連携しながら、市立
小学校で行われる対話による美術鑑賞授業を推進し
ます。 

・若者の創造活動を支援するＹＡＭＡＴＯイラストレーシ
ョンデザインコンペを実施します。また、コンペによっ
て発掘された優れた才能を活かし、屋内外を問わず
多様な媒体にアート作品を取り入れる取り組みを進
めます。 
・ＹＡＭＡＴＯ ＡＲＴ１００を通じて、市内の文化芸術を
発信するとともに、大和市文化芸術顕彰者の活動を
紹介する事業を実施し、市内外に紹介します。 

 

 

 

▼めざす成果 ７－２－２ 郷土の文化がしっかりと引き継がれている 

歴史的価値のある資料が体系的に整理、保存され、多くの人が郷土の文化に親しんでいます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

大和市の歴史や文化は、しっかりと継承され

ていると思う市民の割合 
38.3% 42.5% 42.9%  39.3%  39.7% 

歴史文化施設の利用者数 43,787人 50,300人 51,300人 61,200人  61,200人 

       

        

 

主な取組 

・建造物や工芸品、歴史資料など有形文化財の収集
や調査、保存を行います。 
・開発行為などに際して埋蔵文化財を調査し、記録を
保存します。 
・古くから伝わる風俗慣習、民俗芸能等の無形民俗文
化財を調査、記録し、後継者育成などに活用できるよ
うにします。 

・文化財や歴史に関する講座を開催するとともに、文
化財案内板の整備や各種刊行物、ホームページ等
による情報提供を行います。 
・歴史文化施設での展示や体験イベントを通じて地域
の歴史を知る機会を提供します。 
・ 
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基本目標 ７ 豊かな心と感動がひろがるまち 

個別目標 ７－３ 地域のスポーツ活動を推進する 

 

現状と課題 
● スポーツの楽しさや爽快感は、私たちの心にうるおいをもたらすほか、ともにプレーする人と連帯

感や達成感を共有することで、青少年の健全育成のほか、世代間交流にも寄与するなど、人々のつ

ながりを深める重要な役割を持っています。 
 

● スポーツは心と体の健康づくりにも寄与し、生きがいにもなることから、高齢化が進む現代にあっ

て、その役割はますます重要になっています。 
 

● 現代社会では、日頃の多忙さや車による移動などにより、私たちは体を動かすことが少なくなりが

ちです。より多くの人がスポーツに気軽に取り組み、また、参加できるようにしていく視点を持ち

ながら、「する」、「みる」、「支える」の３つの要素から、地域のスポーツ活動を推進していくこと

が必要です。 

 

 

取組方針 
● 幅広い世代の市民が、気軽に、楽しくスポーツに親しめるよう、市内の環境を充実させていきます。 
 
● スポーツ施設について、計画的な整備や改修を進め、市民はもちろんトップ選手によるプレーにも

対応できる充実した環境を維持していきます。 
 
● トップアスリートによる大会の開催等を通じ、こどもをはじめ多くの市民がスポーツの魅力を肌

で感じられる機会を提供していきます。  
 
● 総合型地域スポーツクラブの活動が活発に行われるよう、その運営を支援するとともに、市民がス

ポーツの指導や大会の運営ボランティアなどとして、スポーツ活動を支えることのできるしくみ
を整えます。 

 
● 「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」をはじめ、国内で開催される世界的なス

ポーツ大会を契機に情報発信を充実させることで、スポーツに対する市民の関心を高め、スポーツ
の推進を図っていきます。 

 

 

▼めざす成果 ７－３－１ スポーツを楽しむ人が増えている 

気軽にスポーツに楽しめる充実した環境が整い、スポーツ活動に参加している人が増えています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

日常的にスポーツを楽しんでいる市民の割合 34.3% 37.1% 37.5%     

市民１人あたりの公共スポーツ施設年間利用

回数 
5.71回 6.74回 6.85回    

総合型地域スポーツクラブの設置数 3団体 1団体 2団体    

週に１回以上スポーツをしている市民の割合       

直接会場でスポーツを観戦した割合      

スポーツボランティア活動の経験割合        

 

主な取組 

・スポーツ大会の開催支援 
・スポーツ関係団体の育成支援 
・スポーツ施設の維持管理 

・ホームタウンチームの支援 
・総合型地域スポーツクラブの活動支援 
・スポーツ情報の発信 
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基本目標 ８ 市民の活力があふれるまち 

個別目標 ８－１ 互いに認め合う社会をつくる 

 

現状と課題 
● 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、男女共同参画社会などによる働き方の変化、グローバル

化や技術革新、経済的な事情をはじめとする格差の拡大、ライフスタイルの変化と相俟って、人々

の価値観の多様化が進んでおり、差別に関する諸問題もますます複雑化しています。 
 

● ＩＴ技術の発達は、ＳＮＳなど多くの人との接点を生む効果が期待できる一方で、他者を傷つけて

しまう情報を容易に拡散させる可能性をはらむほか、人々が顔と顔を合わせてコミュニケーショ

ンをとる機会を減少させてしまうことも想定されます。 
 

● 人の役割を性別や年齢、障がいの有無、国籍などによって固定的に捉える向きは、地域や職場など

社会的に、また、家庭のレベルでも改善されてきていますが、十分ではありません。 
 

● 子育て世代の女性の年齢別就業率（いわゆるＭ字カーブ）の低下ついて、全国的には解消されつつ

ありますが、働き方の多様化が進む中でも、都市部では十分に改善していません。また、重要な方

針の決定に参画する女性の割合も、あらゆる分野において低い水準にあります。 
 

● 配偶者やパートナーからの暴力である「ＤＶ」の相談件数については、全国的に増加基調にありま

す。被害者は女性が大半を占めていますが、男性被害者も増えるなど、問題が複雑かつ深刻化して

おり、ＤＶ予防の拡充、相談体制の充実、被害者の安全確保などがより一層求められています。 
 

● 高齢の方や障がいのある方の介助の際に暴力が振るわれるケースがあるほか、児童虐待は全国的

に増加傾向にある中で本市では減少に転じているものの、日常生活の中での暴力の発生に歯止め

がかかっていない状況です。 
 

● 市内には多様な国と地域につながる市民が多く在住しており、そのような市民への情報提供及び

日本語の学習支援とともに、日本人市民とともに社会に参画していく環境づくりが求められてい

ます。その際、彼らの母語や文化を大切にしていくことが必要です。 
 

● 平和都市宣言に加え、日本非核宣言自治体協議会等に加盟している大和市は、悲劇しか生まない戦

争を決して繰り返さないよう、恒久平和と核の廃絶に向けた取組を着実に進めていくことが必要

です。 

 

 
取組方針 
● あらゆる差別がなく、いつでも、社会のいかなる場面においても、こどもや高齢の方、障がいのあ

る方、外国につながる方など、すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指します。 
 

● 急速に変化する社会情勢などを注視し、新たな人権課題を的確に把握しながら、年齢や性別、国籍

などに関わりなく、また、様々な考え方や価値観の違いを理解し、認め合えるよう、ともに生き、

支え合うことの大切さを学ぶ機会を提供するなど、人権を尊重、擁護することについての啓発と教

育を進めます。 
 

● ＤＶの未然防止に向けた啓発を進めていくとともに、相談窓口を設けて相談者に丁寧に対応し、

個々の状況や抱える課題に応じた情報提供を行っていきます。また、警察及び関係機関等との連携

を強化し、被害者の安全確保、迅速な緊急避難を図ります。 
 

● 市民をはじめ、地域や学校、ＮＰＯ、民間事業者等と連携し、性別に関わりなく、その個性と能力

を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進していきます。 
 

● 海外友好都市との交流や、外国人市民と日本人市民がともに地域社会に参画する環境づくりを通

して、相互理解を促し、すべての人が国籍を問わず、支え合い、ともに暮らす地域社会を形成して

いきます。 
 

● 外国につながる方には、多言語及び「やさしい日本語」による行政情報の提供に加え、外国人支援

団体等と連携しながら、日常生活、災害時を問わず、スムーズに暮らすことができるようにサポー

トしていきます。 
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● 大和市平和都市宣言の趣旨である「人類の永遠の平和を希求し、真の恒久平和の実現」を目指し、

様々な機会を捉えて啓発活動を進めていきます。 

 

 

▼めざす成果 ８－１－１ あらゆる差別がなくすべての人が互いの人権を尊重し合っている 

年齢、性別、国籍、障がいの有無などによる差別がなく、また、家庭、地域、学校、職場などあらゆる 

場面において、誰もがその人らしく生き生きと活動しています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

地域に差別意識はないと思う市民の割合 66.9% 73.0% 75.0%     
大和市は、すべての人が人権を尊重し、とも
に生き、支えあっているまちであると思う市
民の割合 

   73.0%  75.0% 

        

 

主な取組 

・大和市人権指針（改定版）に基づき、人権施策を推
進するため、個々の施策を相互に連携して、総合
的、横断的に進めます。 
・人権擁護委員会や関係機関と連携しながら、人権を
考えるつどい、人権パネル展、中学生人権作文、ポ
スターコンテストなどの事業をとおして、人権意識の
啓発に努めます。 
・家庭や、地域、職場における差別やいやがらせなど
人権侵害に関して、人権擁護委員が相談を受けるな
ど、相談体制を整えます。 

・ＤＶ防止キャンペーンやデートＤＶ防止セミナーを開
催します。 
・婦人相談員によるＤＶ相談を行い、関係者とともに被
害者に対する緊急措置を講じます。 

・市民相談では、女性の相談員が相談に応じるとと

もに、「女性相談の日」を設けるなど女性が相談し

やすい環境を整えます。 

 

 

▼めざす成果 ８－１－２ 男女共同参画が実感できている 

男女がそれぞれの能力を十分に発揮し、家庭、地域、職場、政策決定の場など、あらゆる面で協力し、 

社会の発展を支えています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

男女が平等であると感じる市民の割合 ― 35.0% 35.0%  35.0%  35.0% 

審議会、委員会などにおける女性委員の割合 27.8% 50.0% 50.0% 30.0％  35.0% 

       

        

 

主な取組 

・男女共同参画プランに基づき実施計画を策定し、男
女共同参画社会の実現に向けて、市民、事業者に向
けた啓発活動に取り組みます。 
・男女共同参画フォーラム、セミナー、パネル展などを
開催します。 
・審議会、委員会などにおける女性委員のさらなる登
用に努めます。 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
の精神に基づき、女性も男性もワーク・ライフ・バラン
スに配慮した生活ができるよう啓発を行います。 
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▼めざす成果 ８－１－３ 地域の中で多文化共生が行われている 

大和市に居住する外国人市民と日本人市民との間で活発な交流が行われ、相互理解が進んでいます。ま

た、国際理解のもと平和への意識が高まっています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

国際交流が行われていると思う市民の割合 22.3% 25.0% 30.0%  25%  30% 

外国人を支援するボランティア登録者数 297人 280人 300人 350人 400人  

       

        

 

主な取組 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 
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基本目標 ８ 市民の活力があふれるまち 

個別目標 ８－２ まちのにぎわいと地域経済の振興を図る 

 

現状と課題 
● 活発な経済活動は、雇用を生み出すことはもちろん、買い物や食事の場の魅力も高め、私たちの暮

らしを充実したものにしてくれます。 
 

● 戦後２番目の長さと言われている景気の緩やかな回復と生産年齢人口の減少により、人手不足が

指摘されています。現在のところは、高齢者や女性の労働参画率が高まっていることで、労働力が

維持されている状態ですが、さらなる高齢化と人口減少の進展によって、労働力不足や廃業の問題

が生じると考えられています。 
 

● 景気の回復に伴って有効求人倍率は全国的に高い水準にありますが、非正規雇用が中心となって

いることもあり、若い世代では、他の年齢層に比べ失業率が高くなっています。 
 

● 都市農業が安定的に営まれることは、新鮮な農産物の供給のみならず、貴重な緑地である農地の保

全につながり、都市の環境、景観、防災など多面的な役割も果たします。農業生産者の高齢化や後

継者不足などから、営農環境の維持に向けた取り組みを支援する必要があります。 
 

● 市内には貴重な緑地や公園、文化創造拠点シリウスをはじめとする公共施設があり、また、市内外

から多くの人を集める魅力的なイベントが数多く開催されるなど、様々な観光資源があふれてい

ます。 

 

 

取組方針 
● 働く場所を提供することをはじめ、都市としての利便性や私たちの生活基盤を確保していくため、

企業の操業支援や誘致に取り組みます。 
 

● 中小企業に対し、資金調達や生産性を高めるためのロボット導入に向けた支援、事業承継を含めた

経営相談などに取り組むほか、起業のサポートも進めていきます。  
 

● 商業戦略計画に基づき、大和商工会議所や商店会と連携し、特産品・新商品の開発などの支援やＰ

Ｒを進め、商業の振興を図ります。 
 

● 若年者をはじめとする就職希望者に向けてセミナーや相談会を開催するとともに、スキルアップ

を含めた支援を進めます。 
 

● 健康経営優良法人を奨励することなどにより、中小企業の勤労者の福利厚生や技能の習得を支援

していきます。 

● 新鮮で安全な地域農産物を生産する農家と市民をつなげるため、朝霧市や夕やけ市などの運営を

支援します。 
 

● 施設整備などによる農業の近代化を支援することで、農産物の安定的な生産等を推進します。 
 

● 営農サポーターの育成及び農家への橋渡しを行い、大和市の都市型農業を支えていきます。 
 

● 市内イベントの開催を支援するとともに、日常にある地域資源を生かした参加型のイベントなど

を開催し、市民の地域への愛着意識を育むほか、フィルムコミッションの効果的な展開によってシ

ティセールスを進めることにより、交流・流入人口の拡大を図ります。 
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▼めざす成果 ８－２－１ 商店街や企業が活発に活動している 

商店や企業に活気があり、活発に経済活動を展開しています。また、新たに事業を始める人が増えてい 

ます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

大和市は、買い物がしやすいと思う市民の割合 66.5% 73.0% 75.0% 70.0%  75.0%  

市内商業者が商店会等に加入している割合 71.3% 77.0% 77.0% 73.0% 75.0%  

法人設立数 275件 317件 320件 300件 320件  

       

        

 

主な取組 

・市内商工業の活性化に取り組んでいる大和商工会
議所の活動を支援します。 
・市内企業が行う設備投資などの事業拡大や、市内に
新規立地する企業を支援します。 
・起業家支援スペースを運営し、起業家を支援します。 
・中小企業の起業や経営基盤の安定化に向け、金融
機関を通して融資します。 
・さがみロボット産業特区に基づき、イベントの開催
や、ロボット関連企業の支援を行います。 

・中小企業の展示会等への出展を支援します。 
・中小企業の起業や経営に関する相談事業を実施し
ます。 
・商店会の催事や、施設の整備などを支援します。 
・商業者が２名以上で連携し、新商品の研究・開発な
ど、先進的なモデル事業を支援します。 
・小中学生のものづくりへの興味や、想像力を高める
発明工夫のための展覧会を開催します。 

 

 

▼めざす成果 ８－２－２ 市内で働く人が増え、生き生きと働いている 

市内での求人が増え、働く意欲のある人に就業の機会が提供されています。また、市内の職場の就労環 

境が安全かつ快適で、ワーク・ライフ・バランスも進んでいます。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

市内事業所従業者数 78,221人 79,000人 80,000人 81,000人 82,000人  

勤労者サービスセンターの加入者数 3,432人 4,070人 4,150人 3,600 人 3,780 人  

       

        

 

主な取組 

・優良な店舗や工場、従業員、技能者のほか、従業員
の健康管理に取り組む企業の表彰を行います。 
・ヤングキャリアカウンセリングや就職活動支援セミナ
ーを開催します。 
・ハローワークと連携し、就職活動支援事業を実施し
ます。 
・勤労者を対象として労働問題や社会経済に関する講
座を開催します。 

・市内に居住する勤労者を対象に、金融機関を通して
生活資金を融資します。 
・中小企業における障がい者の雇用に関し、補助を行
います。 
・中小企業で働く勤労者の福利厚生の向上に取り組む
勤労者サービスセンターを支援します。 
・退職金共済制度や特定退職金共済制度に加入する
中小企業の掛け金について補助を行います。 
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▼めざす成果 ８－２－３ 都市農業が営まれ、地域農産物が安定的に消費されている 

都市農業への理解が進み、農業生産が維持されて消費者と直結した地産地消が行われ、農地が保全され

ています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

農地の利用権設定面積 6.0 ha 5.0 ha 5.2 ha     

直売所などで販売する農家数 146軒 146軒 146軒    

朝霧市、夕やけ市、おさんぽマートの年間開催回数 197回 200回 200回 150回 150回 

援農サポーターの登録者数 33 名  38 名 42 名 45 名 

        

 

主な取組 

・朝霧市、夕やけ市、おさんぽマート、産業フェアなど
の開催を支援しながら、農業生産者へ出店や出品を
促します。 
・農作物の栽培技術や農産物の品質向上を目指し、
品評会などを開催します。 

・農産物の安定的な生産や農作業の効率化に必要な
農業用施設の整備などを支援します。 
・援農サポーターを養成し、人手を必要としている農業
生産者への支援につなげていきます。 

 

 

▼めざす成果 ８－２－４ 多くの人が「大和」に訪れ、まちの魅力も高まっている 

大和市の魅力をＰＲするとともに、観光資源の活用が進み、交流人口が拡大しています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

観光イベント・施設の総来場者数 1,502,828人 1,530,000人 1,540,000人 1,530,000 人 1,540,000人 

フィルムコミッションで対応した撮影件数 45件 66件 72件  66件  74件 

       

        

 

主な取組 

・大和市民まつりをはじめ、市内各所で行われるイベ
ントの開催を支援します。また、大和市イベント観光
協会と連携し、観光 PRに努めます。 
・市民の協力のもと、フィルムコミッションの取り組みに
より、映画、ドラマなどの撮影を積極的に誘致しま
す。 

 
 

・イベントキャラクター「ヤマトン」を活用し情報発信す
ることで、観光イベントのＰＲやシティセールスの向上
を図ります。 
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基本目標 ８ 市民の活力があふれるまち 

個別目標 ８－３ 地域活動・市民活動を活発にする 

 

現状と課題 
● 高齢化や核家族化、それに伴う一世帯当たりの人数の減少などにより、地域で助け合うことの必要

性が高まっていますが、地域活動の中心的な役割を担っている自治会への加入率は低下傾向にあ

ります。 
 

● 地域活動の拠点となっているコミュニティセンターでは、施設の老朽化や、利用者の固定化がみら

れます。 
 

● 公共的なサービスの担い手になっているＮＰＯ法人等の市民団体の中には、人材や資金の確保に

不安を抱える団体もあります。 
 

● 高齢化が進み、元気な高齢者が増えている中、地域や社会に貢献したいと考える人をボランティア

や地域活動に結び付け、活躍してもらえるようにしていくことが必要です。活躍が進むことで、地

域や市民生活の向上が図られるとともに、活動する本人の生き生きとした暮らしにつながること

も期待されます。 

 

 

取組方針 
● 自治会連絡協議会の運営や自治会の活動をきめ細かく支援し、地域活動や市民同士の支え合いが

活性化するよう促すなど、地域の絆を深める取組を推進します。また、自治会連絡協議会及び関係

機関との連携により、転入者や外国人市民、自治会未加入者に向けて自治会が果たす役割などにつ

いて周知啓発を進めながら、加入を促します。 
 

● コミュニティセンターの快適性を高める施設改修や、利用しやすい環境づくり、自治会館の施設整

備の支援などを行い、地域活動の拠点の充実を図ります。  
 

● ＮＰＯ法人等の市民団体の設立や活動支援などを行い、公共的な活動に行政と協働して取り組み

やすい環境づくりを進めます。 
 

● ボランティア活動を希望する人に、きめの細かい情報提供を行い、気軽に、安心して参加できる環

境を整えます。 

 

▼めざす成果 ８－３－１ 地域の活動が活発に行われ、絆が深まっている 

地域の中で住民同士が世代を越えて活発に交流し、様々な活動が行われています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

地域活動に参加している市民等の割合 24.3% 31.0% 33.0% 29.3% 31.3% 

自治会への加入世帯割合 67.4% 72.7% 73.7% 69.9% 70.9% 

コミュニティセンターの利用者数 341,844人 359,000人 366,000人 369,000人 376,000人 

       

        

 

主な取組 

・自治会連絡協議会と連携し、自治会への加入促進キ
ャンペーンやチラシ配布などを行うほか、開発業者や
不動産関連団体の協力を得て、転入者や未加入者
へ自治会加入を促します。 
・自治会用掲示板の設置や自治会館の改修等を支援
します。 

・コミュニティセンター管理運営委員会と協力し、地域
住民に対する会館利用に向けた効果的な広報活動
を行います。 
・コミュニティセンターの空調設備などの改修工事を計
画的に実施します。 
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▼めざす成果 ８－３－２ 公共を担う市民や事業者が増えている 

行政との役割分担のもと、気軽に参加しやすい風土が醸成され、公共的な活動に取り組む市民や事業 

者が増えています。 

成果を計る主な指標 

8次総計 次期総計 

2016（H28） 

実績値 

2016（H28） 

中間目標値 

2018（H30） 

最終目標値 

2021（H33） 

中間目標値 

2023（H35） 

最終目標値 

ＮＰＯ法人数 70団体 87団体 97団体     

市民活動センター利用登録団体数 286団体 240団体 264団体 160団体 200団体  

ボランティア情報の提供数    230人  270 人 

       

      

 

主な取組 

・市民との協働を進める拠点である市民活動センター
の管理運営を行い、市民団体に対する活動支援を行
います。 
・シニア世代が知識や経験を活かせるようなボランティ
ア情報を提供します。 

 
 
 

 


